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南山大学教育職員に対する懲戒手続に関する規程 
 

 

（総 則） 

第１条 南山大学就業規則第124条の2に基づき、「南山大学教育職員に対する懲戒手続に関す

る規程」（以下「規程」という。）を制定する。 

② 南山大学職員規則第3条に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）に対して懲戒

を行う場合の手続は、この規程の定めるところによる。 

（原 則） 

第２条 懲戒は、関係者の人権に配慮し、公正かつ迅速に行わなければならない。 

（調査委員会の設置） 

第３条 懲戒事由にあたると疑われる事案が発生した場合、学長は、評議会のもとに、その事実

関係を確認するための調査委員会を設置することを発議する。 

② 評議会は、学長の発議に基づき、調査委員会の設置について審議し、決定する。 

（調査委員会の構成） 

第４条 評議会は、調査対象となる事案の内容に鑑み、若干名の調査委員会の委員を指名する。

その際、学外の専門的な知識を有する者を委員とすることができる。 

② 委員長は、委員の互選により選出する。 

③ 調査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。 

（調査委員会の職務） 

第５条 調査委員会の職務は、次の各号に示すものとする。 

１ 対象事案に関する資料、情報、データ等の収集および精査 

２ 調査対象者および関係者からの事実確認 

３ その他評議会が必要と認めた調査 

② 調査委員会委員長は、調査報告書を作成し、評議会に報告する。 

（調査委員会の職務における留意事項） 

第６条 調査委員会の委員は、前条の職務にあたって、調査委員会手続期間中に調査委員会の事

前の承認なく調査対象事項に関して、調査対象者との面談または委員の立場を利用した言動等

により、調査対象者の権利、利益を侵害してはならない。 

② 調査委員会の委員は、事実確認等において、調査対象者のプライバシーを不当に侵害する

言動等を行わないよう留意しなければならない。 

（懲戒委員会の設置） 

第７条 評議会は、調査委員会からの調査報告書に基づき審議を行い、調査対象の事案に懲戒事

由に該当する事実があると判断した場合、懲戒委員会を設置する。 
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② 懲戒事由に該当する事実がないと判断した場合は、当該事案に対する手続を終了する。 

（懲戒委員会の構成・審議） 

第８条 懲戒委員会の委員は、次の各号に基づき、評議会の議を経て、学長が委嘱する。必要が

ある場合には、理事長に対し、委員の派遣を求めることができる。 

１ 学部長または学部選出評議員のうちから各学部1名 

２ 副学長のうちから1名 

３ 当該事案に対する調査委員会の委員長 

４ 学長が推薦する教育職員若干名 

② 前項各号の委員に加えて、必要がある場合には、学外の専門的な知識を有する者を委員と

することができる。 

③ 委員長は、委員の互選により選出する。 

④ 懲戒委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ議事を開くことができない。 

⑤ 懲戒原案は、出席委員の全員一致を原則とする。意見の一致を見ない場合には、全委員の

3分の2以上の賛成をもって原案を決定したうえで、少数意見を併記して学長に報告する。 

（懲戒委員会の職務） 

第９条 懲戒委員会は、懲戒原案を作成する。 

② 懲戒委員会は、懲戒対象者に委員会への出席を求め、懲戒手続の対象事実を告知したうえ

で、聴聞を行わなければならない。その際、懲戒対象者に、充分な弁明および反論の機会を保

障しなければならない。 

③ 懲戒委員会は、必要に応じて、懲戒委員会委員以外の者に委員会への出席を求め、証言ま

たは意見を求めることができる。 

④ 懲戒原案の作成にあたっては、次の各号に示す事項を考慮した上で、別に定める指針を参

考に、総合的に判断するものとする。 

１ 非違行為の動機、態様および結果 

２ 故意または過失の程度 

３ 非違行為を行った教育職員の職責および職責と非違行為との関係 

４ 他の教育職員および社会に与える影響 

５ 過去の非違行為の有無 

（懲戒委員会の職務における留意事項） 

第10条 懲戒委員会の委員は、前条の職務にあたって、懲戒委員会手続期間中に懲戒委員会の事

前の承認なく懲戒対象事項に関して、懲戒対象者との面談または委員の立場を利用した言動等

により、懲戒対象者の権利、利益を侵害してはならない。 

② 懲戒委員会の委員は、聴聞等において、懲戒対象者のプライバシーを不当に侵害する言動

等を行わないよう留意しなければならない。 

（懲戒の決定） 

第11条 懲戒委員会委員長は、懲戒原案を評議会に報告する。 
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② 評議会は、懲戒原案に対する審議を行い、懲戒案を決定する。 

③ 学長は、評議会の審議の結果、当該事案が懲戒相当であるとの決定がなされた場合は、懲

戒案に理由を添えて理事会に付議する。 

④ 評議会の審議の結果、懲戒相当ではないとの決定がなされた場合は、当該事案に対する手

続を終了する。 

（懲戒の通知） 

第12条 学長は、理事会において懲戒の決定がなされた場合は、懲戒の種類およびその理由を文

書にて速やかに懲戒対象者に通知する。 

（異議申立） 

第13条 懲戒相当とされた教育職員で、不服がある者は、理事会に対して異議を申し立てること

ができる。その場合、通知を受けた日から14日以内に文書により行わなければならない。 

② 異議申立を受けた場合、理事会の下に、異議申立審査委員会を設置し、再審議を行う。 

③ 異議申立審査委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、当該事案に対する懲戒委員会

の委員と異なる委員としなければならない。 

１ 理事長が推薦する理事2名 

２ 副学長、学部長および学部選出評議員のうちから1名 

３ 学外の専門的な知識を有する者2名 

④ 委員長は、委員の互選により選出する。 

⑤ 異議申立審査委員会の手続は、第8条から第12条に定める懲戒委員会の手続に準ずる。 

（事務局） 

第14条 この規程に関わる事務は、人事課が担当する。 

（改 廃） 

第15条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長の承認を得なければならない。 

 

附  則  

この規程は、平成14年 4月 1日から施行する。 

附  則  

この規程の改正は、2015年 4月 1日から施行する。 

附  則  

この規程の改正は、2021年 4月 1日から施行する。 

 


